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平 成 ２ ２ 年 １ ０ 月 

 

 

萩・長門清掃一部事務組合議会定例会会議録（第１号） 

 

 

議 事 日 程 第 １ 号 

 

平成２２年１０月１２日（月曜日）午前１０時００分開議  

 

 

第１ 会議録署名議員の指名  

第２ 会期の決定  

第３ 諸報告  

第４ 一般質問  

第５ 議案第３１号及び議案第３２号  

 

○本日の会議に付した事件  

日程第１ 会議録署名議員の指名  

日程第２ 会期の決定  

日程第３ 諸報告  

日程第４ 一般質問  

日程第５ 議案第３１号及び議案第３２号  

 

○出席議員（８名）  

       １番  阿 波 昌 子 君  

       ２番  岡 﨑   巧 君  

       ３番  中 村 洋 一 君  

       ４番  西 島 孝 一 君  

       ５番  長 尾   実 君  

       ６番  松 永 亘 弘 君  

       ７番  西 元   勇 君  

       ８番  青 木 賢 次 君  

 

○説明のため出席した者  

 管 理 者  野 村 興 兒 君  

 副 管 理 者  南 野 京 右 君  

 事 務 局 長  平 田 幸 三 君  

 事 務 局 次 長  荒 川 孝 治 君  

 事 務 局 主 幹  安 田   学 君  

 事 務 局 総 務 係 長  永 安   弥 君  

 会 計 管 理 者  山 中 伸 彦 君  

 事 務 局 主 幹  中 村 敏 雄 君  

 事 務 局 主 幹  藤 田   擴 君  

 事 務 局 主 幹  上 田 秀 男 君  

 事 務 局 主 幹  岩 崎 伸 広 君  

 事 務 局 主 幹  河 野 広 行 君  

 事 務 局 主 幹  今 浦 功 次 君  

 事 務 局 主 幹  迫 村 高 志 君  

 

○書記出席者  

 書 記 長  三 原 正 光 君  

 書      記  浜 村 祥 一 君  

 書      記  宮 本 啓 治 君  

 

午前１０時００分開会 

 

○議長（青木賢次君） ただいまから、平成

２２年１０月萩・長門清掃一部事務組合議会

定例会を開会いたします。  

 これより、本日の会議を開きます。  

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

であります。  

 

 日程第１ 会議録署名議員の指名  

 

○議長（青木賢次君） 日程第１、会議録署
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名議員の指名を行います。  

 会議録署名議員に、２番、岡﨑議員、４番、

西島議員を指名いたします。  

 

 日程第２ 会期の決定  

 

○議長（青木賢次君） 次に、日程第２、会

期の決定の件を議題といたします。  

 お諮りいたします。  

 本定例会の会期は、本日１日限りといたし

たいと思います。これに御異議ありませんか。  

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

 

○議長（青木賢次君） 御異議なしと認めま

す。したがって、会期は本日１日限りと決定

いたしました。  

 

 日程第３ 諸報告  

 

○議長（青木賢次君） 次に、日程第３、こ

れより諸報告を行います。  

 組合管理者より報告を求めます。組合管理

者。  

  〔管理者 野村興兒君登壇〕  

 

○管理者（野村興兒君） 定例会開催に当た

りまして、４点御報告を申し上げたいと思い

ます。まず最初は、第１番目に、新清掃工場

建設に係る事業手法の決定についてでありま

す。  

 新清掃工場の建設に係る事業手法につきま

しては、これまで、組合管理者・副管理者を

中心として、事務局職員に萩市・長門市の関

係職員を加えた新清掃工場建設事業手法検討

会において、従来の公設公営方式のほか、公

設民営のＤＢＯ方式及び長期包括委託方式等

の調査・検討を行ってまいりました。  

 本組合といたしましては、萩市と長門市が

新清掃工場の共同設置を選択した大きな理由

のひとつが、効率的なごみ処理を行うことに

よる施設整備費と運営経費の削減であること

から、財政負担を最小化できる事業手法であ

るＤＢＯ方式、すなわち、組合が資金調達を

行い、設計、施工及び運営を一括して民間事

業者に発注する公設民営方式が最も適してい

ると判断するに至りました。  

 先般、新清掃工場整備に係る基本設計業務

の受託事業者を決定し、現在、施設整備に係

る基本設計の作業を進めておりますが、事業

手法をＤＢＯ方式としましたことから、新清

掃工場の稼働後の運営に係る基本設計業務委

託の経費について、また、施設整備等につい

て専門的な助言を受けるため、技術参与配置

の経費等について、今回、追加計上をいたし

ました。  

 ２番目に、事業者の選定手法と今後の予定

についてであります。  

 ごみ焼却施設の建設工事は、性能発注方式、

すなわち、設計と施工を一括して発注する方

式が基本でありますことから、本組合の新清

掃工場整備・運営事業については、価格に加

えて、性能・機能や技術力を評価できる総合

評価落札方式で行うこととし、民間事業者の

選定を公正・公平かつ適正に行うため、組合

管理者、副管理者、学識経験者並びに組合構

成市である萩市と長門市の職員からなる新清

掃工場整備・運営事業者選定検討会を設置す

ることといたしました。  

 今後の予定といたしましては、来年１月に

新清掃工場整備運営事業の実施方針等を公表

して民間事業者を公募し、民間事業者から提

出された見積提案書などの技術審査を行って

要求水準書等入札公告資料を作成いたします

が、入札公告に当たっては予算の担保が必要

であることから、来年１０月の本組合議会定

例会において、新清掃工場整備・運営事業に

係る予算を御審議いただくこととしておりま

す。  

 なお、落札者の決定については、平成２３

年度末を予定しております。  

 ３番目に、生活環境影響調査の実施につい

てであります。  
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 生活環境影響調査は、廃棄物の処理及び清

掃に関する法律に基づいて実施するもので、

新清掃工場の建設計画段階で、施設周辺地域

の生活環境に及ぼす影響をあらかじめ調査し、

その結果に基づいて、地域の生活環境に配慮

したきめ細かな対策を検討して施設整備計画

に反映させるものであります。  

 具体的には、大気、騒音、振動、悪臭、水

質、土壌、交通環境、植物、動物及び水生生

物について、今年８月から来年８月末まで現

地で調査を行い、その結果をもとに生活環境

影響調査書を作成し、来年１２月に縦覧を予

定しております。  

 なお、本組合では、関係地域の住民の皆様

に対して、調査結果についての説明会を開催

することとしております。  

 最後に、アクセス道路、市道小原畦田線の

整備についてであります。  

 新清掃工場へのアクセス道路となる市道小

原畦田線の道路改良工事につきましては、萩

市において、アクセス道路入口となる三見畦

田方面からの第１工区、第２工区の発注が行

われ、それぞれ、萩市及び長門市の事業者に

より事業が着手されております。  

 今後も両市が協力し合い、市民生活にとっ

て必要不可欠な施設である新清掃工場の平成

２７年度稼働を目指して鋭意事業を推進して

まいります。  

 以上、４点御報告をいたしました。  

 

○議長（青木賢次君） 組合管理者の報告は

終わりました。  

 以上で、諸報告を終了いたします。  

 

 日程第４ 一般質問  

 

○議長（青木賢次君） 日程第４、これより

一般質問を行います。  

 一般質問は、２名の議員より通告を受理し

ております。  

 一般質問の発言の順番は、通告受付順とし、

持ち時間は答弁を含め６０分以内との申し合

わせが確認されております。答弁される参与

の方々には、質問の要旨・内容を十分把握さ

れ、簡潔かつ明確な答弁をお願いいたします。  

 それでは、順次一般質問を行います。  

 議席番号２番、岡﨑議員。  

  〔２番 岡﨑 巧君登壇〕  

 

○２番（岡﨑 巧君） 皆さん、おはようご

ざいます。長門市議会の岡﨑巧です。萩市、

長門市で構成する一部事務組合議会の最初の

質問者となり、いささか緊張していますが、

通告書に基づいて一般質問を行います。 

 萩・長門市で構成する一部事務組合事業の

新清掃工場整備について、１問目は、施設整

備の基本方針について。これについては２問

ほどお尋ねします。  

 ２問目は、施設整備に伴い、萩市、長門市

の地場産業への経済波及効果についてであり

ます。  

 ３問目は、長期にわたり施設運営を委託さ

れる計画となっていますが、その事業に係る

リスクについて尋ねます。  

 以上、３問通告しています。  

 それでは、最初に、１問目の施設整備の基

本方針の中に、周辺の環境と地域に調和する

施設とするとうたってあります。このことに

ついて、環境整備を公共、すなわち一部事務

組合事業として整備するものか、それとも、

プラント建設の中に含めた一括発注になるの

か尋ねます。  

 質問席からは以上です。再質問は自席にて

行います。  

 

○議長（青木賢次君） 組合管理者。  

  〔管理者 野村興兒君登壇〕  

 

○管理者（野村興兒君） ただいま、岡﨑議

員からこの施設整備の関係でこの周辺の環境

の問題についてお尋ねをいただきました。そ

もそもこの周辺環境の関係、まあ地域との調
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和等、こういった関係はまあ設備、施設の設

備の基本方針ということで、既に御説明をし

ていると思いますが、そこにはっきりと従来

のごみ処理のイメージを解消して、施設周辺

の地域に調和した施設とするということを明

記しておりますし、また、施設の一部を利用

して、住民、市民の交流の場を確保し、地域

の振興に貢献できる施設とする、こういった

ようなことも基本方針としてうたっておりま

す。今お尋ねでありましたこういった施設整

備、その環境の問題こういったものについて

は、この一部事務組合でやるのか、それとも、

この工事について当たりますところの事業者

が行うのか、まあこういうお尋ねでございま

すが、もちろん、この施設内のお話は、入札

を行いましてその結果、まあいろんな意味で

の総合的な評価をする。まあそういったこと

で、先ほど御説明申し上げましたが、そうい

った観点でですね、当然ながらその事業者が

用意をする。もし我々が今、基本方針と違う

ようなことがあれば、それは当然その段階で

お話をいたしますが、そのあたりはもちろん

ちゃんと入札の条件等いろんなことを今やっ

ております。基本方針はもちろんその条件に

なるわけでありますから、まあそういうよう

なことで遺漏のないように、しっかり今、御

指摘のこの趣旨を踏まえた形になると思いま

すので、そのあたりは遺漏のないように、適

切な用意をいたしますように行っていきたい

と思います。  

 以上であります。  

 

○議長（青木賢次君） ２番、岡﨑議員。  

 

○２番（岡﨑 巧君） それでは、再質問に

入ります。 

 今、管理者から一括方式ということを伺い

ましたが、その施設が稼働をしだすと、地区

住民はもとより両市の市民や小中学校、児童

生徒の見学、また、他地域からの視察の受け

入れ等、考えられます。そのような来訪者へ

の配慮をした周辺の環境整備がなされるのか。

具体的に言いますと、例えば、小学校の児童

らが施設見学に来たとき、周辺に、例えば芝

広場があったり、ベンチが据えてあったり、

木陰があったり、そういうことが整備されて

いて、弁当をそこで食べることができると、

そういうふうな周辺の環境整備がされるのか

どうか。少し具体的にその辺のところが、ま

あ一括発注なので、描きにくいところもあり

ますけど、その辺のところ、管理者としてど

のように思われているかお尋ねしたいと思い

ます。 

 

○議長（青木賢次君） 組合管理者。  

 

○管理者（野村興兒君） 先ほど、基本方針

というところでお話しましたように、とにか

くこの用地の一部を活用しまして住民市民の

交流の場を確保する、まあこういうふうに基

本方針でうたっているとおりでございます。

今、岡﨑議員から御指摘ございましたように、

いろんな形で市民の皆さん、あるいは児童生

徒の皆さんが見学に来られる。まあこういっ

たことは今、私ども萩市も恐らく長門市もそ

うだと思いますが、この環境問題、学校教育

の中で相当重視をされておりますので、今の

萩市の清掃工場におきましても、必ず、何年

生のときには見学に来る。こういうふうにな

っているわけであります。そういうふうに見

学に来た児童生徒の皆さん、市民の皆さんに

は、ちゃんと一つの見学ルートをつくってお

りまして、また、いろんな意味で見学できる

仕組みもそうであります。今、議員が御指摘

ございましたのは、まさにそういって来られ

た方々のこの憩いの場といいますか、心安ら

ぐような、お弁当が食べれるような、例えば

芝生の広場とか、いすとか、こういったもの

を用意してはどうかということであります。

恐らく、これは、今から設計等を、今から詳

細はまさに事業者が詰めるわけでありますが、

芝生広場になるかならないかわかりませんが、
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恐らくそのような趣旨のことはしっかり踏ま

えて、その清掃工場、本来でありますとこの

森林のその林野の中につくるわけであります

から、そういったこの周辺との調和もしっか

り図り、また、その施設内には植栽をし、ど

ういう形になるかまだ全体像は図面ができて

おりませんので、ここで明確な御披露はでき

ませんけれども、御趣旨に沿うような形のこ

とは、当然ながら考えていくと思いますので、

ぜひそのあたりは今から、詳細を詰めていく

過程で、議論をしていきたいと思います。十

分受け賜りました。  

 

○議長（青木賢次君） ２番、岡﨑議員。  

 

○２番（岡﨑 巧君） それでは、基本整備

方針の２問目に移ります。 

 経済性に優れた施設及び運営体制について、

具体的に先ほど管理者の方からＤＢＯ方式で

やりたいということを伺いましたが、このＤ

ＢＯ方式の最大のメリットといいますか、そ

れはまあ経済性ということを伺っていますけ

ど、そのほかに、そのまだメリットがあるの

かどうか。それとですね、デメリットについ

ても、いくらか危惧しておりますけれど、そ

の辺のことについて伺えたらと思います。  

 

○議長（青木賢次君） 組合管理者。  

 

○管理者（野村興兒君） 今、具体的にこの

ＤＢＯ方式に決定をしたということで、今、

報告をさせていただいたわけでありますが、

私どもこの今回の清掃工場の建設に当たって、

まず一つこの効率経費、こういったような観

点で考えたときに、一つは焼却炉の方式をど

うするか。在来型のこの焼却方式なのか。一

時期大変はやりましたガス化溶融の方式を取

るのかそのあたりから議論を始めたわけであ

ります。まあこれはたまたま、先般の大変原

油高騰等燃料資源の高騰が実はこの世界的な

一つの大きな衝撃的な事件として起こりまし

たので、ガス化溶融炉方式は、今後のいろん

な世界情勢の変化等考えて行った場合に難し

いんではないか。今、例えば、県内におきま

しても、この溶融炉方式を取られたところは

大変この燃料が高騰いたしまして苦慮されて

おります。そういうようなことで、これは早

い段階から落としまして、ずっと長年の実績

がありますこのストーカ炉方式を採用しよう

としたわけであります。これが一つの大きな

この財政負担、あるいは経費の面ということ

での判断であります。  

 いま一つは、実はこのＤＢＯ方式、これが

一つその長い目で見た場合に、経費の節減に

なる。経済的観点から言いまして財政負担が

少なくて済む。これはどうしてかといいます

と、ＤＢＯというのは、デザイン・ビルド・

オペレーションというその三つの役割を事業

者にやっていただくという話でありまして、

今まで一番この清掃工場等あるいは環境問題

で一番大きな問題になりましたのは何かとい

いますと、設計あるいは建設と管理運営が別

個になされている。したがって、５年たった

ら大改修が必要になると。この費用が膨大な

ものである。これは全国に自治体が非常に苦

慮してきたところでございます。まあそうい

う中で、そのオペレーション、すなわち管理

運営に当たるこの事業者が設計建設を行えば、

長期的な視点で、ある程度の運営を行ってい

くという、まあそこで当然、一定の利益を確

保する。こういったことになるわけでありま

すが、この最小限の費用でということになり

ますので、そこでは、この分離をしたやり方

よりもいいだろうと。まあこれが今、全国で

自治体が採用している一番今はやりの方式で

あります。ＤＢＯ、これを採用していこうか

ということであります。  

 そしてこの経済性という観点から言いまし

て、忘れてはならないのは、今回、長門市と

萩市と共同事業をした。これが別々に同じよ

うなこの施設をつくった場合、これはそれぞ

れですね、大変な建設コストもかかりますし、
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運営コストもかかります。まあ近接してるそ

の隣同士の自治体、まあこういったものも一

緒にやっていこうというのも、まさに効率的

なこの運営ができるのではないかと、まあこ

ういうようなこともございました。  

 そういったことで、まあ、前後いろんな事

情がございましたが、ＤＢＯ方式を採用いた

しましたこの決定の経緯でございます。まあ

詳細は、いろんな問題がございます。  

 逆にデメリットはあるのかということであ

りますが、これが１５年、２０年の長期の契

約になりますので、この間にいろいろ周囲の

経済環境といいますが、世界をまさに経済情

勢も含めての話でありますが、溶融炉の問題

が、あのようにですね、この原油の高騰等、

まあ資源の問題が大変起こったときに、対応

できないと、こういう話であります。それじ

ゃ、例えば、清掃工場の関係で、今、ストー

カ炉を採用したときにどういうことが起こる

のか。管理運営を１５年、２０年任せたとき

に、運営コストの約束をですね、そんな先ま

でできるのか。経済の情勢は刻一刻変化をし

ている。まあこういうことでありました。ま

あしかしこのあたりは物価の関係はいろんな

意味でのサイドレターといいますか契約がで

きるわけでありますので、まあそういったい

ろんなこと。我々も相当悩みましたが、今ま

でこのそういったＤＢＯの長期の計画をした

自治体というのは、まだまだ歴史の中で非常

に浅そうございますので、我々もまだ未知の

分野、未開拓の分野であります。そういった

意味で、何が起こるのか。ということもいろ

いろ言われます。まあそういった不測の事態

を、あらゆる場合を想定をしてこの契約に、

このこぎつけなければならないわけでありま

すから、今、我々もそう既に５年、１０年の

先進地もありますので、そういったところの

ことも十分学びながら、そして今、世界経済

も大変混沌としております。今後一体どうい

うことが起こるのかというのは、予断を許さ

ないわけでありますし、まして、ＳＰＣと言

いますか、管理運営に当たるその会社のまあ

親会社といいますか、その会社が今のこの経

済情勢の中で本当にずっとゴーイングコンサ

ーンとしてですね、経営が続くのかどうか。

今、大手の銀行ですらも、いったん何かあれ

ば、経営が破たんする、こういったこともご

ざいます。まあそういったいろんなケースを

想定しなくちゃいけないわけでありますので、

そういったことにも、十分この思いをいたし

ながら、今から考えていかなければならない。

まあこれは、余りこのいろんなことを想定す

るのは杞憂にすぎない。こういうお話、考え

方もあろうかと思いますが、まあそういった

いろんなもろもろのこともしっかり頭に入れ

ながら、この今からの契約に当たっていく。

まだまだ時間がございますので、まあできる

限り詳細な詰めを行って、とにかくおっしゃ

るように大変な事業でありますから、十分留

意していきたいと思います。  

 以上であります。  

 

○議長（青木賢次君） ２番、岡﨑議員。  

 

○２番（岡﨑 巧君） それでは、２問目に

入ります。 

 施設整備に伴う、萩市、長門市の地場産業

への経済波及効果について。  

 いただいた資料によりますと、建設費は約

５５億円の巨費を投じるわけです。通常の公

共工事では、このような特殊プラント工事に

おいても、外構工事を含め何らかの形で地場

産業の工事への入札参加、こういうのが普通

は考えられるわけです。しかしこのＤＢＯ方

式は、資金面を除いた一括発注方式。結果と

して、民間の企業１社がすべてを受注するこ

とになります。巨額の資金を投資するにもか

かわらず、この方式では、工事の入札参加は

困難であり、地場産業への経済波及効果が漠

然として見えません。このことについて管理

者の見解を尋ねたいと思います。  
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○議長（青木賢次君） 組合管理者。  

 

○管理者（野村興兒君） ただ今議員から、

この５５億円という壮大な事業費を持つ事業、

この経済効果をどう考えるかということで、

地場の事業者にどのような恩恵があるのか。

どのような受益があるのかと、こういうお話

でございます。  

 まあそもそもこのＤＢＯ方式といいますも

のは、このデザインとこのビルド、建設と管

理運営を一体として行うということでありま

す。もし仮に、これをばらばらに区切って発

注をしていくとか、共同企業体とか、いろん

なことを考えて行った場合に、それはＤＢＯ

の本来の一番大事なところを失ってしまう。

まあこういうことでもなりかねないわけであ

ります。  

 今、私ども萩市の今、稼働しております清

掃工場一つ見ましても、清掃工場自体はプラ

ントメーカーの受注でございまして、そのこ

と自身、それを細分化をして、発注している

わけではございません。  

 したがいまして、このある意味では、高度

のプラントという事業でございますので、基

本的にはそういう形でＤＢＯ方式ということ

で、また一括ということでありますが、この

そういうふうな事業として行わざるを得ない。

まあこういうふうに判断しているところであ

ります。  

 ただし、当然プラントメーカーが事業をお

やりになるにしても、そこで地元のいろんな

それぞれの分野のまあ熟達の社もたくさんい

らっしゃるわけでありますから、そういった

事業者や法人、こういったものとどのような

形で、まあ俗にいうと協力的なこの契約がで

きるか。まあ下請け、孫請け、そういうふう

な形になるかもしれませんが、まあそういう

ようなことで、できる限りこのそういう地場

の事業にも影響がといいますか、受益があり

ますように。まあこういったことは当然想定

されるわけであります。  

 今、萩市におきましては、一定金額以上の

事業を応札された事業者に対しましては、私

は必ず会いまして、そのいろんなこの下請け

孫請け、あるいは資材の調達等はできる限り

地元で行ってほしいと、こういう要請をして

きているところでございます。まあそういっ

た、何がそれじゃどういうふうな形できるか、

まあこういったことは、今からの話でありま

すので、詳細は今、岡﨑議員いろいろ御指摘

ありました。御懸念されました。地元と全く

無関係な形で工事が行われる。あるいは地元

には、事業者には全く同じようなことができ

る素材を提供することができる、あるいは労

務提供ができる、そういったところが全くよ

そからですね、このすべてが来ると、こうい

ったことはないように、まあこういう思いは

私ども持っておりますが、事の詳細は今から

まさに詰めていきますので、今、お話を聞き

ましたことも十分念頭に置きながら、今後の

詳細を詰めていきたいと思っておるところで

あります。  

 

○議長（青木賢次君） ２番、岡﨑議員。  

 

○２番（岡﨑 巧君） ええとですね、よく

わかりました。ということは、一部事務組合

の管理者として、下請け、まあ孫請け、どう

いうふうな形になるかわかりませんが、その

指導していくと、指導していくと言うんです

か、お願いと言うんですかね、されると言う

ことで。  

 それとですね、まあこの運営しだしたらま

あここ書いてあったんですけれど、施設運営

では、ＳＰＣ、特別目的会社っていうんです

かね、運営管理会社をつくって運営するとい

うようなお話なんですけど、これには地元雇

用というのは当然考えられるでしょうし、そ

の特別目的会社にですね、地元の企業の資本

参加ということは念頭に置いておられますか

ね。どうですか。それをちょっとお答えいた

だけたらと思います。  
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○議長（青木賢次君） 組合管理者。  

 

○管理者（野村興兒君） 特別目的会社、ま

あこれはまさにオペレーションの管理運営に

当たるという会社でありまして、これは当然

ながら、このデザインとビルドを行った法人

がまあ一括して行う。これは恐らくそのため

のこの管理運営を行うための目的となるその

会社の設立にはなると思いますが、このデザ

インとビルドをやった同じ法人の系譜、系列

になるわけでございます。  

 そして今、一つ初めに雇用の問題を言われ

ましたが、当然そこでは管理運営に当たるこ

の雇用があるわけでありますから、これは地

元でぜひお願いをしたい。まあこういったこ

とはある意味で当然でありますし、それぞれ

の先進地をごらんいただいておりますが、ま

あそういうふうな形で運用されております。  

 そしてその中で、この今のＳＰＣ、特別目

的会社に対しまして、地元の資本参加をする

ことがケースとしてあるかどうかという話で

ありますが、まあこのあたりは今からの話で

ありますが、一般論としてはですね、これは

いろいろあると思うんですね。やはり効率的

な運営をということになりますと、この今、

デザインも建設もやったところで、もうすべ

てやりたい。こういうふうな希望も当然出て

くると思いますし、そういった得意な分野が

ある会社、そういう技術、特殊なですね管理

運営の技術を持っている会社が地場にあれば、

まあそういったものの参加ということも、そ

れは想定はされると思いますが、今、私がこ

こで、具体的にそれはぜひやりたいとか、や

るということをお約束するようなちょっと段

階にはまだならないと思います。いろんなケ

ースもございますので、各先進地いろんなケ

ースがあります。今、おっしゃったようなこ

とをやっているところもございますが、十分

いろんなことを今から勉強しながら、対応を

考えて行きたいと思います。  

 

○議長（青木賢次君） ２番、岡﨑議員。  

 

○２番（岡﨑 巧君） それでは、最後の質

問に移ります。 

 長期にわたり施設運営を委託される予定と

なっていますが、この事業に係るリスクにつ

いて尋ねます。 

 まず最初に、委託期間について。何年ぐら

いで委託されるのか。その期間についてちょ

っとお尋ねしたいと思います。 

 

○議長（青木賢次君） 組合管理者。  

 

○管理者（野村興兒君） 期間は各このＤＢ

Ｏのいろんな方式をとってるところを見ます

と、１５年もしくは２０年、まあそのあたり

が多いように聞いておるところでございます。  

 これは何がポイントかと言いますと、建設

をしたＤＢＯの一番のメリットは何かと言い

ますと、設計、そして建設を行った事業者が

管理運営をする。これはなぜかと言いますと、

一番多い今までの清掃工場の問題点は、３年、

５年、１０年たったときに、何かすぐ大規模

改修をしなくちゃいけない。まあこれに途方

もない金がかかる。まあこういうようなこと

であります。で、今、いろんなケースを調べ

てみますと、大体１０年から１５年が一つの

山。この大規模改修のですね。そうしますと、

その間に、恐らくそういうふうな形で一括発

注をしていくとすれば、できる限り大規模改

修を後ろにずらすような、そういう努力を当

然会社の、法人の方でやる。まあそういうこ

とになれば、１５年以降からまた一つの山が

２０年でまあ１回ぐらいは大規模改修が出て

くるのかなあということでありますから、基

本的には１５年以上というのがまあ一番多い

わけであります。そのあたりは今後のいろん

な状況を、まだまだ相当時間がありますので

契約までに、そういったいろんなケースがあ

ろうかと思いますので、まあそういった期間
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というものについては、まあおおむね１５年

以上かな。場合によっては２０年かな。その

あたりのいろんなことをもう少し詰めて考え

ていかなければならないと思いますが、１５

年未満となりますと、このＤＢＯのですね、

このメリットというのがやはりそこで失われ

てしまう。大規模改修の時間を後ろにしてい

くというですね、そういったようなことを大

体こう聞きますと、長門の場合も萩の場合も、

まあいろんな事情はございますけれども、大

体、１０年余りで、大体大規模改修に入って

おりますので、まあそういったことを避けた

い。まあそれは恐らくこの方式をとれば、で

きる限りそのいろんな延命努力をされて、も

うそもそも建設の時点からですね、不効率な

ところは避けて行われると思いますので、そ

ういったようなことをもろもろ考えますと、

まあ１５年ぐらいのことが一つのポイントに

なるのかなあと、こういうふうに思います。  

 なお、今からそのあたりについては、一生

懸命、他の事例も含めて勉強していきたいと

思います。  

 

○議長（青木賢次君） ２番、岡﨑議員。  

 

○２番（岡﨑 巧君） リスクについて少し

伺いたいと思いますが、このＤＢＯ方式とい

うのは最近のはやりというあれではないです

けれど、で、今、この方式が一番こう採用さ

れていますが、ただこの方式がですね、まだ

完結してないと。今、皆、現在進行形で、ま

あ１０年たったとか１５年たってるとかいう

のがあると思うんですけれど。だからその結

局ですね、リスク負担の積算というんですか

どういう問題がそのときに起こったかという

その積算とかですね、その間に起こるさまざ

まな課題等がですね、精査・検証というのが

当然なされないわけです。完結していないで

すから。だから、その長期の契約どおり、ま

た契約どおりにそのうまく話が進めばいいん

ですけれど、その辺のところを危惧するんで

すけれど、その辺のところは管理者はどのよ

うに考えられておられます。 

 

○議長（青木賢次君） 組合管理者。  

 

○管理者（野村興兒君） 今、私どもはＤＢ

Ｏを採用しましたときのまあ大きなこの財政

負担といいますか経済的負担、組合にとりま

して、それは一番大きいものは何かというと

恐らく今までのずっと全国の例を見ますと、

発注を受け、そしてその設計建設をして、そ

れがなかなか先ほど来、申しておりますよう

にうまく運営が続かない。すなわち何かとい

いますと、大規模修繕が数年後に出てくると

いうですね、しかもそれは繰り返し繰り返し

くる。私どもも今ままで、過去のやつ見まし

ても、大変な出費になっておるわけでありま

す。これを避けるということがまず一つ。ま

あそういった意味でのリスクですね。  

 で、今、御指摘がございましたリスクとい

いますのは、まあいろんなことが考えられる

わけであります。我々は今、経済というのは

まさに生き物でありますから、来年どうなっ

ていくかというのはわかりません。一番大き

なリスクは、契約をしている会社が倒産をす

る。こういったようなこともないわけではあ

りません。こういった場合にどういうふうに

対応するか。これは、そういったいろんなケ

ースに分けて契約でですね、いろんなことを

うたわざるを得ない。今、経済の実情はデフ

レでありますが、今のようなこの日本の経済

運営、財政運営やっておったら恐らくこれは

将来、場合においてはハイパワーインフレー

ションになるかもしれない。まあしかしこれ

は契約をですね、低い契約を金額で約束して

たらむしろ事務組合にとっては得じゃないか

と、こういう議論がありますが、これは恐ら

く物価スライド条項とかいろんなものを用意

することになると思うんですね。だから我々

が想定していないような事態が起こるのでは

ないかと。これはさっき溶融炉の話をいたし
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ました。これは、まさにこの鉄鋼会社の溶鉱

炉と同じようなことの仕組みをつくっている

わけですね。途方もないこの熱量を必要とす

る燃料が要るんですね。コークスであったり

あるいは重油であったり。これが、値段がぼ

んぼんと上がったときに、本当に予見もして

なかったからこの溶融炉方式を採用したとこ

ろ、例えば沖縄では、ある小さな町ではです

ね、結局その費用が出なくなった。だからご

みの山になってしまったと、まあこういうふ

うなこともまあある意味ではこの将来そのリ

スクを予見できなかったことによる問題点だ

ろうと思います。今回もですね、そういった

意味ではどういうケースがあるのかというで

すね、今おっしゃったようにＤＢＯ方式をや

って２０年たったところはないんであります

から、まさに今からこのいろんな問題、１０

年たった後、１５年たった後、どういうふう

な問題が出てくるのか。まあそれは経済が本

当にすべて平穏で、安定した状況にあればと

もかく、まあなかなか今のように１年先２年

先はだれも予見できないようなときに、こう

いった１５年、２５年の契約をするのかとい

う話は、まあそれから私ども相当議論をいた

しました。内部でもですね。なかなかＤＢＯ

についても、私自身も、この相当の５０億を

超える大投資でありますから、慎重の上にも

慎重を期し、なかなかこのはっきりした結論

を出すまで時間がかかりましたが、まあしか

し今、与えられた条件の中では、ＤＢＯ方式

がですね、まあベストとは言わない。セカン

ドベストぐらいかもしれませんが、そういう

中での一つの選択であろうと、こういうふう

に思います。岡﨑議員がおっしゃいましたよ

うに、まさに不確定要素というのが多分にあ

る。まあそういったものをどう避けていくか

ということも一方で考えなければならない。

御指摘のとおりであります。  

 

○議長（青木賢次君） ２番、岡﨑議員。  

 

○２番（岡﨑 巧君） 先ほど管理者がです

ね、大体１５年ぐらいをめどにとお答えにな

られましたけど、これがですね、私たち昨年、

長門市議会文教厚生委員会でですね、鳥取中

部ふるさと広域連合のほうきリサイクルセン

ターというところに行政視察に行きました。

そこでもですね、あのまあお話っていうんで

すか、研修を受けたんですが、そこでは、施

設運営はプラントメーカーと地元企業の会社

で設立し、その会社が運営を受注している。

またですね、こういうことも起きました。 

 施設稼働から１５年間ぐらいまでは、通常

の点検整備でリスクに対応できると。これか

ら後のですね、例えば３年、あるいは５年、

更新したいというときには、プラント全体の

オーバーホールというんですが総点検をしな

いとその委託契約を更新しないというような

話を伺っております。だから、先ほど管理者

が言われましたように、１５年ぐらいなら何

とか良いかなという希望を持っていますけど、

まあ長ければですね、結局平準化して予算が

使えて、まあ長い方が良いような気がします

けれど。 

 それとですね、もう一点は、ごみ焼却量の

予測です。ごみ量は、人口の減少に伴い、必

然的に減っていくでしょう。このごみ量予測

は、今までの１０年とこれからの１０年では、

今、問題視されてます地球の温暖化、ＣＯ₂

の排出規制とかいろいろな環境問題、これを

考えれば、その、今以上にさまざなま課題に

対処していかなければならない。そういうこ

とでですね、結果としては激減、あるいは革

命的な科学技術の進歩、それとかさまざまな

創意工夫、改良により想定したごみ焼却、ご

み量の激減ということが考えられるわけです

よ。この可能性ももう全然否定できないわけ

です。だからあんまり長期にわたる委託契約

というのは、リスクをどのようにとらえるか

ということで、もうほんとにまあ大変だろう

と思っています。 

 それとですね、私個人的には、このごみの
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焼却施設というのは、公費、税金を燃やす施

設だと、こういう思いが強いわけですよ。こ

のことをかんがみればですね、例えば、施設

規模と施設規模じゃない、ごみ焼却量の予測

量を見誤るとか、この話はですね、さっき話

しましたほうきリサイクルセンターの説明の

中で、施設規模とごみ焼却量の予測値を見誤

ったために、結果として高い投資をしたと言

う話を伺っております。今、私たちが契約し

ようというのはそのごみ量を長期委託契約な

んですけど、こういうことが起こればですね、

ひょっとして過大投資と。先ほど管理者が言

われましたが、慎重に慎重を重ねてという言

葉をいただきますと、そういうふうにですね、

しっかり精査をして、この事業を進めていた

だきたいと思ってますが、管理者の、この最

後の質問にしますけれど、答弁をお願いしま

す。 

 

○議長（青木賢次君） 組合管理者。  

 

○管理者（野村興兒君） 現時点で今、御指

摘のように、いろいろ不確定な要素が多々ご

ざいます。例えば、ごみの量というものをど

う見るか。これは確かに、今、その人口が減

っていくという状況。あるいはこのいろんな

リサイクル化が進んでくること。まあ最近こ

の萩市の状況をみましても、ごみの量はかな

り減ってきております。まあこのあたりを今

から１５年単位で見たときどうかという話で

ありますが、まあそういった状況があるから

こそ、長門市さんと協力をして一つの清掃工

場にと、こういう思いを込めたつもりでござ

います。まあ二つの市が共同であれば、今の

ごみの減量というのはかなり事情として、変

わってくるだろう。今、清掃工場のじゃあ運

転の時間をどうするかとかまあそういったよ

うないろんな形の調整の可能性もございます

し、もう一方、今言われました、ごみに対す

るその措置について、たとえば革命的な技術

が発見される。これは１５年２０年ではひょ

っとしてあるかもしれません。そういったよ

うなこと。あるいは天変地異によって、例え

ば、施設が壊れるとかですね、そういったよ

うなこともあるかもしれません。いろんな意

味での不確定要素はたくさんございますが。

まあしたがってあんまりこの３０年４０年と

いうのは、これは無理だとしても、まあ１５

年２０年というのを一つの基軸に、しかしそ

のいろんな事態、想定されるケース、特に価

格の変動、こういったようなものは詳細な契

約の中でいろいろ手当ができますし、そうい

う不測のこともある意味では恐らくこの事業

者の立場からいえば、そういった本来その自

己の責任に帰するものではないいろんな外的

な要因で、事業ができなくなるとかそういっ

たものをすべて事業者の責任にされるという

ことは、恐らく受け入れないわけであります

から、いろんなその契約内容を念査をしてい

くこと。まあそういうようなことで、ある程

度の問題は、回避はできるだろう。まあしか

しそういった不測の事態に対するまあ行政側

の応分の負担ということも当然求められると

思います。したがいまして、この１５年、２０年

ということについてのＤＢＯの問題はまさに

そこにあると私も思っておりますけども、そ

ういう事態も十分考えながら、契約等におい

ては慎重を期したい、まあこういうことであ

りますので、きょうの御指摘は十分念頭に置

きながら、今後対応を考えていきたいと思い

ます。  

 以上であります。  

 

○議長（青木賢次君） 岡﨑議員の質問は終

わりました。  

 続いて、議席番号１番、阿波議員。  

  〔１番 阿波昌子君登壇〕  

 

○１番（阿波昌子君） 皆さんおはようござ

います。私は長門市議会の阿波昌子と申しま

す。よろしくお願いします。私は２点質問い

たしたいと思います。  
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 １点目、環境問題への対応について。２点

目、施設整備事業について、の二つにいたし

ます。  

 それでは、１問目の環境問題への対応につ

いてお伺いいたします。  

 現在、生活環境影響調査を実施されていま

すが、供用開始後の環境面の調査については、

どのように考えていらっしゃるのかお尋ねい

たします。  

 それではあとは自席で行います。  

 

○議長（青木賢次君） 組合管理者。  

  〔管理者 野村興兒君登壇〕  

 

○管理者（野村興兒君） ただ今、阿波議員

からこの環境の問題につきまして生活環境影

響調査について、特に供用開始後のことで今、

お尋ねがございました。まあ供用開始前とい

いますか、現在まさに先ほど御指摘ございま

した。あるいは報告でも申し上げましたとお

り、１年かけて、まさに環境調査を今行って

いるところでございます。この内容結果等は

当然この法に基づきまして公衆のこの縦覧に

供する。まあこれは当然でありますが、今、

お尋ねがございましたのは、使用開始後の環

境調査ということであります。これは、例え

ば、排ガスにつきましては、これは法でちゃ

んと決めてありまして、ダイオキシン類の対

策特別措置法、あるいは大気汚染防止法等々

関係法例でかなり詳細にわたってこの規定が

ございます。ダイオキシン類、あるいは煤塵、

硫黄酸化物、窒素酸化物、塩化水素、まあそ

ういったもろもろのもの、これに準ずるもの、

ございますが、こういったものを定期的に調

査をすることを義務づけられているわけであ

ります。  

 また、この清掃工場では、多量の水を使い

ますので、この地下水を使用することになり

ますので、周辺の井戸の水位、まあこういっ

たようなことも調査を行う、まあこういうよ

うなことで環境、周囲の環境に影響がないか、

まあこういったことはいろんな形で法にも義

務づけられているものもありますし、私ども

が実体として行うもの、いろんなものもござ

います。  

 そして、その結果については、当然ながら

この結果を公表する。組合のホームページは

もちろんでありますが、萩市、長門市のそれ

ぞれの広報誌、こういったものを通じて、公

表していくことになります。今、現時点でも

当然そういうふうな形でいろんなこと、努力

がされているわけでありますので、そのあた

りはこの周囲の住民の皆さん、御心配がない

ように十分意を払っていくつもりであります。  

 

○議長（青木賢次君） １番、阿波議員。  

 

○１番（阿波昌子君） 今、管理者の方から

の、最初に説明がありましたからわかるんで

すけれど、８月から来年の８月まで調査をし

て、そしてそれを公表するというふうなこと

をおっしゃいましたね。それは広報誌とかで

説明、情報公開する。それで、説明会はどこ

でなさると、聞き逃したんですけれどもごめ

んなさい、もう一度あの、住民の方を集めて

説明会をなさるんでしたかね。すみません、

お願いいたします。  

 

○議長（青木賢次君） 組合管理者。  

 

○管理者（野村興兒君） 法に基づきまして、

そして私どもが今、この一部事務組合を設置

するこの生活環境調査結果の縦覧等手続きに

関する条例を今、つくっておりますので、条

例のまあ、例えば４条をごらんをいただきま

すと、縦覧の場所は決まっておりまして、事

務組合の事務局とか、その周辺地域におきま

して私どもが必要と認める場所とか、そうい

うようなことで縦覧期間は告示の日から１カ

月をするとか、まあそういうようなことは詳

細に決まっているわけであります。  

 特に今、説明会をというところは、まあ今
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後の話でありますが、具体的には今、考えて

いるものではございません。いろんな形でそ

の地域、一番関係のあるところにとりあえず

これ今、そういう調査を行っておりますので

その調査の結果は当然公表していくと、こう

いうことであります。  

 

○議長（青木賢次君） １番、阿波議員。  

 

○１番（阿波昌子君） わかりました。それ

でですね、そういうふうに情報公開もされて、

一生懸命調査をしますけれど、あの地域に迷

惑をかけないような、ダイオキシンとか臭い

とか、騒音とか地下水とか、まあ煙など万全

の環境対策を施したつもりであっても、また

それ供用開始してから住民からの苦情とかト

ラブルとか、そういうのが出ないとは限らな

いと思います。そのときどのように対処され

るのか。まあ環境見守り隊をつくるとか委員

会をつくるとか、そういうふうな住民の組織

はつくられる考えはあるかどうかお尋ねいた

します。  

 

○議長（青木賢次君） 組合管理者。  

 

○管理者（野村興兒君） 議員も御記憶ある

と思います。あのダイオキシン問題のときに

まさに全国上げてですね、その各津々浦々に

至りますまで、そういった問題についてはま

さに議論になりました。したがって、そのそ

れぞれこの国におきましても、ダイオキシン

類対策特別措置法とか、法令でがんじがらめ

になる程、今、規制が厳しくなっているわけ

であります。私どもはその規制の中で、当然

この義務づけられたことをやっていくわけで

ありますので、今申しましたようなそれぞれ

のこの環境調査、そういったものを行った上

で、そしてそれを公表していく。もしそれが

基準値を超えれば、これは当然ですね、この

それぞれ法に定めたこの一つの手法を取らざ

るを得ないわけでございますので、まあその

あたりはもう個々に、例えば悪臭の場合とか、

ダイオキシンの場合とかいろいろ個々に定め

られておりますので、そういったことで遺漏

のないように、とにかく地域の皆さんが不安

を感じられることのないように、実害はもち

ろんあってはならないわけであります。この

風評被害とかそういったこともあり得るわけ

でありますから、そういったことがないよう

に、十分一つそのあたりについてのこの議論

はしていきますし、用意は周到に行っていき

たいと思っているところであります。  

 

○議長（青木賢次君） １番、阿波議員。  

 

○１番（阿波昌子君） それでは、今、お尋

ねしましたその住民による、その地域の住民

による、あの何ていいますか、見守り隊とか、

見守り委員会というふうな組織はお考えじゃ

ないということですね。  

 

○議長（青木賢次君） 組合管理者。  

 

○管理者（野村興兒君） とにかく、一つは

このＳＰＣという管理運営に当たる会社があ

ります。特定目的会社ですが、ここの方でモ

ニタリングというですね、しっかりしたチェ

ック調査をやります。そして私ども一部事務

組合は当然、その、この施設の会社もチェッ

クをするそういう立場でもございますので、

まあそういった中でももちろんいろんなモニ

タリングをしていくわけでありますので、そ

ういった中で、もちろん地元の皆さんがそう

いうことで懸念があれば当然地元の皆さんと

も話し合う、まあそういうようなことで、も

しこの住民の皆さんが組織をおつくりになる

んであれば、そういったその組織といろんな

意味でですね、意見交換も当然行っていくこ

とになるわけでございます。まあとにかくこ

ういったこの清掃工場がもたらします、例え

ば悪臭であるとかダイオキシン問題とかいろ

んな大気汚染とかいろんな問題は、これはと
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にかく、一番ですね、清掃工場設立に当たっ

て大事なことでありますから、かってのよう

な我々が今、清掃工場、今、萩市の清掃工場

つくった時点とはもう天と地ぐらい違うわけ

ですね。いろんなこの厳しい規制がございま

すので、そういったそれぞれの中でやってい

くことになります。まあそれは恐らく先進地

ごらんになっていただけていると思いますが、

それぞれの地域で大変な厳しい二重三重のチ

ェックをやっておりますので、今、現在、長

門、萩それぞれの清掃工場が今、稼働してお

りますが、ここでも同じようなことを今やっ

てきているわけです。だからそういったこと

を我々はもう既に経験をしている、実績を持

っておりますので、今回は規模が大きくなり

ますがそれ以上のチェックシステム、この注

意を払っていかなければならないと思ってお

ります。  

 

○議長（青木賢次君） １番、阿波議員。  

 

○１番（阿波昌子君） わかりました。これ

らの調査がまあ快適で安心して生活できる環

境づくりの的確な調査であってほしいと思い

ます。それで１点目はこれで終わりたいと思

います。  

 続いて２点目に入ります。施設整備事業に

ついて。  

 まず１点目は、造成工事からプラント工事

までの期間が短いように思いますけれど、施

設整備後に問題が生じることがないのかお尋

ねいたします。  

 

○議長（青木賢次君） 組合管理者。  

 

○管理者（野村興兒君） 造成工事が比較的

短いということであります。確かに本当はも

う少し長ければという思いもございますが、

しかしこの今、清掃工場の建設に当たりまし

ては、単にこの造成した土地にぽんと乗せる

だけではなくて、そこには当然ながら基礎工

事が行われるわけであります。杭を打つとか

いろんな形でその地形、地質に応じたところ

のこの建設が行われます。もしこの調査の結

果、その不安定なふわふわした土地であれば、

当然杭を打つことになります。例えば今この

萩のこの庁舎のこの場所ですけれども、ここ

は昔水田でありました。かなり下までいかな

いと岩盤がございません。これは消防署の建

物を建てるに当っても相当の杭を打っていま

すね。鉄の杭を。まあそういうようなことは

当然、あの建築基準法上、いろんな定めがご

ざいます。まあそういうようなことはもちろ

ん遺漏のないように。ましてこういうこの清

掃工場でございますから、途中でひび割れし

たり壊れたり、こういったことがあってはな

らないわけでありますから、確かに造成その

ものは短時間でございますが、この建設に当

たりましてはこの構造計算等やりましてちゃ

んとですね、この地盤沈下とかそういったこ

とがもちろん起きないような努力はいたしま

すけれども、支障のない基礎工事をしっかり

やっていこう。土質に応じましては、石灰処

理等のまあ地盤改良、こういったことも当然

行われ得るわけであります。また、この法面

もございますので崩落が起きないように安定

勾配で施工できるように、まあそういった努

力もしているわけでありますので、まあそこ

は、今、御指摘いただきました。十分その担

当の方もわかっておりますので、今後事業者

の方、具体的に工事が始まるときにですね、

そのあたりについては十分、まさに事業者自

身が一番これは長期間のですね、大変長い期

間のこの事業実施をする、オペレーションを

やるわけでありますから、変なことになった

ら自己責任になります。まあそういうような

ことがまさにこういったことＤＢＯであれば

そういったことも含めて、慎重の上にも慎重

を期して事業者が決定する手法ですね。そう

いったことになろうかと思います。  

 

○議長（青木賢次君） １番、阿波議員。  
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○１番（阿波昌子君） だから造成地はです

ね、山を削って埋め立てられた用地だという

ことですけれど、そこからまた１０メートル

も高い。この前、見学させていただいたとこ

ろなんですけど、１０メートルぐらい今の道

路より高くなるよというような説明がありま

した。それでまあそれは、一般の住宅を建て

るにしても、山を崩して埋めてたところへす

ぐに家を建てないで、やっぱり自然に雨、風

に耐えて、少しはこう固まって家を建てるん

ですよね。そうしたときの個々の基礎と、す

ぐできた、埋め立ててすぐ建てるときの基礎

といったら工事費が随分違いますかね。あの

やっぱり杭が太くなったり数が多くなったり

というふうなことがありますか。  

 

○議長（青木賢次君） 組合管理者。  

 

○管理者（野村興兒君） 私は専門家でない

ので余り個別のことについては自信を持って

お答えできる状況にはございませんが、とに

かく造成地であるということ。まあそれは確

かに御指摘のとおりでございますが、要はそ

ういったですね、非常にこの安全をこの期す

べきこの施設でございますから、今の土木建

築の技術の粋を集めて、ちゃんと安定した形

で行い得る。まあこれはまさにこのビルドと

デザインとそしてオペレーション全部をやる

わけでありますから、途中で壊れたらそれは

まさに事業者の責任になってまいります。そ

ういうようなことは一番事業者が細心の注意

を払って行う。もちろんデザインの段階でで

すね、地形や土質やいろんなものを詳細に検

討した上で、着工されるもの、こういうふう

にお聞きしているところであります。  

 

○議長（青木賢次君） １番、阿波議員。  

 

○１番（阿波昌子君） そういうふうな造成

地ではありますけれども、しっかりした基礎

の上に上屋が建つように願っております。  

 それでは続きまして、ごみ運搬車両の進入

路について、現在整備を計画されているアク

セス道が災害等で通行できなくなった場合の

対応についてどのように考えていらっしゃる

かお尋ねいたします。  

 

○議長（青木賢次君） 組合管理者。  

 

○管理者（野村興兒君） 今、確かに、この

畦田から進入路を今、建設をしているわけで

あります。とにかく、清掃工場までの距離、

１．２キロでありますが、これを今、急いで

それぞれの工区に分けまして工事を行ってい

るところでございます。  

 議員御指摘のように、もしその道路が例え

ば集中豪雨等で法面が壊れるとか、そういっ

たことによって通行ができなくなる。パッカ

ー車が運行できなくなる、こういった事態も

当然予想しなければならないわけであります

ので、まあその場合は現在、このありますと

ころの小原の集落からずっとその萩市の倉江

からずっとつながっています県道萩三隅線、

まあこのあたりの利用を考えざるを得ないと、

こういうふうに思っております。ただし、こ

の県道萩三隅線はかなり狭隘でございます。

まあそういったようなことで、今後できる限

り、県道のまあ少なくとも離合の場所とか、

まあそういったようなことの整備もですね、

県の方にお願いをしていかなければならない

だろう、こう思っておりますが、現在でも一

方的にこのパッカー車、通ることは可能であ

りますので、離合とか何かが大変だろう、ま

あこういうことであります。まあそういった

ことも今後、２７年以降の運行に当たりまし

て少し考えていかなければならない問題だろ

う。特に集中豪雨、昨今大変ですね、今まで

に予想し得ないような雨量がどっと降ってき

まして、法面崩壊、こういったこともあり得

ますので、そのあたりは御指摘のようにしっ

かりこの代替的な運行路、このあたりについ
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ても頭におきながら、この準備をしていかな

ければならない、このように考えているとこ

ろであります。  

 

○議長（青木賢次君） １番、阿波議員。  

 

○１番（阿波昌子君） 開通して間もない萩

三隅線のあの高速自動車道ですかね、あれも

ですね、今年の集中豪雨で一時通れなくなっ

たことがありますよね。そういうふうに今も

片側通行、今、工事をしているようです。あ

そこだろうと思うんですけれど、そういうふ

うなときに、旧道があったというか鎖峠、今

までの道路ですよね、あっちは通れたようで

して、長門から萩に通われる方はとても助か

っていらっしゃったと思います。まあそうい

うふうにやっぱりあの複数の道路が、施設に

は必要じゃないかなと思うんですよね。それ

でこの前見せていただいたときにですね、あ

の玉江の方から入ったんですか、玉江浦って

いうんですかね、それから入って、倉江を通

ってあの小原の前を通って現地まで行ったん

ですけれど、行くときにですね、あそこの道

路をこう通ったときに、車の道路が大体狭い

ですよね、狭くてそして今度は歩道もないじ

ゃないですか。それで片方にはもうちょっと

広いところもありますけど、そこは船がとめ

てあって広場になっているけど大方あれは漁

業者が作業なさるところじゃないかな、車も

とめてはありましたけれど、そこは道路とし

ての機能はないわけですよね。だから道路そ

のものは細いしですね、すぐ道路のそばにお

家がたくさん密集して建っておりますからね、

子供さんやお年寄りなんかがぱっとこう出ら

れたりですね、やっぱり事故でも起こったら

大変だなと思うんですよね。私たちが車で通

っても何か危険を感じたところなんです。そ

れでまたその先に行きますと、今度は山陰線

の踏切が２箇所こうありましたよね。横切っ

て、そして三見に行く道と、小原へ上がる道

とのところまで行ってですね、またそれから

上がったんですけれど、その三見に上がる道

までは市道の萩市道なんです。て、聞きまし

たがそうですかね。それまで、それが三見に

行く道は県道ですよね。それは間違いないで

すかどうですか。ちょっとお尋ねいたします。  

 

○議長（青木賢次君） 組合管理者。  

 

○管理者（野村興兒君） 萩三隅道路は県道

でありまして、その県道を我々がずっとです

ね、今まで小原の皆さんはその県道が唯一の

生活道路でありました。それが、ああいうふ

うに狭隘でかつ離合もできないような道路、

まあこれは県内でも、最大の悪路ではないか

と、こういうふうに県にこのずっとお話をし

てお願いをしてまいりましたが、なかなか直

らない。したがって、実は小原からこの畦田

に抜ける私どもは林道で手当てをしよう。ま

あとにかく小原の皆さんにとってみれば生活

道路がこういう状況にある。まあとにかく小

型トラックでも来たらもう離合はできない、

こういう話でありますから、まあそういうよ

うなことで、ちょうど今、林道の工事をやっ

ていた最中、この、その林道を切りかえまし

て今、市道という形でとりあえず畦田から１．

２キロは清掃工場への道、そしてまた、清掃

工場からずっと海岸線までの道、まあこれに

ついては、この２キロになりますけども、そ

の整備もあわせて行っていこうという計画を

持っております。ただ、県道の方はですね、

これは今、言いましたところの海岸線に出る

までは市道でございますが、県道の方はもう

少し何とかしてもらわないとこれは大変だと

こういう話であります。今、おっしゃるよう

に、いろんな問題がございますので、これは

あわせて、少なくとも一部このそれぞれの地

域で地区で離合ができるような場所もですね、

踏切の場所の話も含めて、考えていかなけれ

ばならないと思いますので、２７年供用開始

までにそのあたりもある程度お願いをしてい

かなくちゃいけないのかな。そのときはぜひ
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長門からも御支援いただきますように、よろ

しくお願いしたいと思います。  

 以上であります。  

 

○議長（青木賢次君） １番、阿波議員。  

 

○１番（阿波昌子君） 玉江浦とか倉江地区

の方は、結局、もし、向こうがアクセス道路

がだめになった場合はそこをやっぱり通るわ

けですよね。そうしたら、やっぱり、あの何

て言いますか、ごみを、自分の家の前をごみ

を積んだ大型車がですね、大きな車が行った

り帰ったりするというのはほんと大変、安心

して生活ができないのじゃないかなと思われ

ます。それであの、この何ていいますかね、

ごみというものはやっぱりストップできませ

んから、もうどんどん運ばないといけないか

ら、せっかくいい工場ができてるんですから

ね、あそこから入れるようにしてあげるべき

じゃないかと思うんです。それで管理者の野

村市長さんも何かこうだいぶこう働きかけて

いらっしゃるだろうとは思いますけれど、そ

の道路、県道、違いますかね。県道を広くし

てほしいというような要望もされているんだ

とは思いますが、この際ですね、あの長門と

萩がですね、一緒になってあの副管理者の南

野市長さんと管理者の野村市長さんが一緒に

なってですね、県に要望されて、せっかくい

い工場ができたのに、アクセス道路、複数の

道路がやっぱり欲しい。迂回路が欲しいとい

うことを強く二井知事に、県の方へ働きかけ

て、県の予算でですね、その県道をよくして

もらうように、お願いしていただくことはで

きないかどうか、お二人にお尋ねいたしたい

と思います。  

 

○議長（青木賢次君） 組合管理者。  

 

○管理者（野村興兒君） 今、あくまでもこ

の市道畦田から清掃工場へ行きます道が万が

一、この何かの事故でですね、この交通が難

しくなったときのまあ代替道路でありますか

ら、まあそういうことがまずないことを祈る

わけであります。しかしそういったことは用

意をしなくちゃいけない。だから一応、その

今の工場からこの日本海といいますか、海の

ところに至ります２キロも、これも今、一応

整備の計画を市道として行っているわけでご

ざいます。そして、今、御指摘ございました

玉江浦から通っていく道、この人家の中を通

っていくというのは、本来の県道その萩三隅

線でありますが、実はあれが余りにも狭隘で、

人家の中を通りますので、今、私どもは、玉

江浦の漁港の方にバイパスを作りました。バ

イパスはかなり広いもんでありますから、そ

ちらを通りますと少なくとも、あのまあ、ち

ょうど街中の線路の玉江駅のすぐそばの、細

い道を通って行く。これは離合はできないで

すね。これはもしパッカー車が通ったら大変

なことになりますので、もしそういったとき

は、この海岸の、要するにその玉江漁港のと

ころの新しい道を通ってもらうことになるだ

ろう。しかし、倉江のちょうど人家がなくな

ってこのまさにその海がきれいに見えるとこ

ろ、萩で一番まあ景観が、海の景観としては

一番きれいだといわれるところ、それ以降の

話がですね、かなりまだ狭隘でございますの

で、ここは御指摘のように、できる限りこの

全部をですね、例えば７メートルにしろなん

ていうことは、これはまあ夢のまた夢かもし

れませんが、部分部分を離合できる場所、ま

あこういったようなことで今から整備をお願

いしよう、まあこういうことでありますから、

もちろん、南野副管理者と共にですね、これ

は頑張っていきますが、まあ言いだしっぺの

阿波さん、阿波議員におかれましても、ぜひ

一緒に陳情に行っていただくなり、まあ御協

力をよろしくお願いしたいと思います。  

 以上であります。  

 

○議長（青木賢次君） １番、阿波議員。  
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○１番（阿波昌子君） あの玉江の、だから

駅の前を通る細い道ではなくて、今、私が言

ったのは今、そういうふうな玉江浦の漁協で

すかね、あれ。そこから曲がって入る道のこ

とを言ったんですけど、もっとあの細い道な

んですね。あれはちょっと私も通るのは大変

だなあと思いますけれど、今の道でさえです

よね、海岸べりが大分こう広くなってはいる

けれど、何て言うかな、そう漁業者の作業所

があるから広く見えるのであってですね、道

路そのものはあんまり広くはないですよね。

まあ通れんことはないですけれど、あのやっ

ぱりそういうふうな大型車が通るのであれば、

交通事故があってからでは遅いと思うんです

よね。だからあの海岸べりもできるだけ広げ

るというわけにもいかないかもしれませんけ

れど、あの倉江から、そう、とにかく小原の

入口のあの線路を越していくような狭隘とお

っしゃったその部分だけでもですね、あの供

用開始に間に合うように、２７年の供用開始

に間に合うようにですね、できるだけ強く県

に要望してほしいと思います。私もできるこ

とは協力させていただきますけど、野村市長

さんと南野市長さんが管理者、副管理者でい

らっしゃいますので、もうぜひぜひ働きかけ

て、供用開始までに私はスムーズに通れるよ

うにしてほしいと思います。強く要望して終

わります。  

 

○議長（青木賢次君） 組合管理者。  

 

○管理者（野村興兒君） 再度お尋ねがござ

いました。あの今、一応その漁港のところ、

まあ漁業協同組合から入っていくあの道であ

りますが、あれはまさに漁業集落の集落道と

して整備したものでございまして、あれがな

いときは、唯一玉江駅の細い道をですね、こ

こで離合はできない、朝夕は大変なラッシュ

でありました。まあそれを今、一応その集落

道つくりました一つの理由は、救急車両、消

防車両がなかなか離合できなくて行けないと、

こういったような事態も実は過去にございま

したので、この集落道をつくったんでありま

す。あれは狭く見えますが、かなり堂々と離

合もできますので、まあそういったところで、

まあその、あくまでもこれは緊急避難の場合

の利用であります。まあそういうようなこと

で、とにかく今回、今、その造成をしており

ます第一期工事、第二期工事の畦田からの道、

まあこれをまあ少々雨が降ってもですね、法

面が崩れることのないように。今、崩れてお

りますのは、大体県道でありますが、私ども

市道は今まであまり崩れない、しっかり頑張

ってやっておりますので、もし万が一のこと

を備えまして、県道萩三隅線の、要するに、

そのむしろ倉江から山の中に、海の海岸線に

行ったところのですね、離合の場所が非常に

少ないものでありますから、そこの関係をで

すね、整備をお願いしていこうと思っており

ます。これは今、まあそういう計画でありま

すので、ぜひ南野副管理者とも、そしてまた

この一部事務組合の議員の皆さんともですね、

一緒になって頑張っていきたいと思います。

どうぞ一つ、御協力をよろしくお願いします。  

 

○議長（青木賢次君） 阿波議員の質問は終

わりました。  

 以上で、一般質問を終了いたします。  

 

日程第５ 議案第３１号及び議案第３２号  

 

○議長（青木賢次君） 次に、日程第５、議

案第３１号及び議案第３２号を一括して議題

といたします。  

 

議案第３１号 平成２２年度萩・長門清掃一  

       部事務組合一般会計補正予算  

       （第１号）  

議案第３２号 指定金融機関の指定について  

 

○議長（青木賢次君） 提案者より、提案理

由の説明を求めます。組合管理者。  
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  〔管理者 野村興兒君登壇〕  

 

○管理者（野村興兒君） それでは、本定例

会にお諮りいたします２議案につきまして、

御説明を申し上げたいと思います。 

 まず議案第３１号平成２２年度萩・長門清

掃一部事務組合一般会計補正予算（第１号）

は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ８１０万１，０００円を減額し、予算の総

額を、２億８，５０３万７，０００円とする

ものであります。 

 このたびの歳出予算補正は、新清掃工場の

建設事業手法を公設民営のＤＢＯ方式とし、

施設整備と運営を行う民間事業者の選定を総

合評価落札方式で行うことから、第４款衛生

費、第１項清掃費に、新清掃工場の運営に係

る基本設計業務委託料１，０６５万円と総合

評価落札方式導入に伴う事業者選定検討会開

催の追加経費として学識経験者の報償金１５万 

円を計上し、第２款総務費、第１項総務管理

費に、施設建設等についての専門的助言を受

けるための技術参与報酬４１万５，０００円

と、職員給与等負担金の追加分２５万円を計

上するものであります。 

 併せて、先般、入札を執行した生活環境影

響調査業務委託の入札減を減額し、歳入歳出

予算の調整を行った結果８１０万１，０００円 

を減額するものであります。 

 次に、議案第３２号指定金融機関の指定に

ついてでありますが、これは、株式会社山口

銀行を本組合の指定金融機関とすることにつ

いて、組合議会の議決を求めるものでありま

す。 

 以上、２議案について御説明を申し上げま

した。  

 

○議長（青木賢次君） 以上で、上程いたし

ました議案に対する提案理由の説明は終わり

ます。  

 これより質疑を行います。  

 まず、議案第３１号平成２２年度萩・長門

清掃一部事務組合一般会計補正予算（第１

号）に対する質疑を行います。質疑はありま

せんか。（「質疑あり」と呼ぶ者あり）５番、

長尾議員。  

 

○５番（長尾 実君） 補正予算書がありま

す１０ページに、まあ一般管理費の中で技術

参与報酬として４１万５，０００円計上して

あります。これについて少し説明をお願いし

たいと思います。  

 

○議長（青木賢次君） 事務局長。 

 

○事務局長（平田幸三君） 技術参与報酬に

ついて御説明申し上げます。 

 これは新清掃工場のですね、整備運営事業

の、今からまあ仕様書といいますか、あの実

施方針を１月に公表するまでに、作成いたし

ます。その際に、もちろんコンサルタントに

委託しておりますが、それ以外に、実はプラ

ントメーカーで、実際のごみ処理施設を設計

施工された実務経験者、もう定年退職されて

萩にお住いの方でございますけれども、その

方を技術参与として、事務局の方へお願いし

たいと思っております。 

 それで、身分的なところは、非常勤特別職

という考え方にしておりますが、通常週２０

時間以内という考え方で、年間１００万、毎

月８万３，０００円、その２２年度分を計上

しているものでございます。 

 以上でございます。 

 

○議長（青木賢次君） 長尾議員。  

 

○５番（長尾 実君） そしたらこれは当然、

あの２２年度の予算計上ということでありま

すが、あの２３年度についても当然この基本

設計が終わるまでという期間でとらえられる

ということでしょうか。  

 

○議長（青木賢次君） 組合管理者。  
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○管理者（野村興兒君） 技術参与のことに

ついては、今、この補正予算として計上した

経緯は、今、事務局から説明を申し上げたと

おりでありますが、とにかく私どもこの事務

組合の担当者は、まあいろいろ今、清掃工場

等やったことのある経験はございますが、あ

る意味では素人なんですね。で、その相手は

まあ相当いうなればこのプロの世界でありま

すが、要は今、例えば、いろんな意味でです

ね、御指摘をいただいたようなこと、これを

ですね、先ほどＤＢＯのいろんなこと。我々

もわからないことたくさんあるわけですね。

で、コンサルの方はもちろん何でありますが、

コンサルの方もある程度、いろんな意味で何

でありますが、全く別の角度からこのいろん

なアドバイスをいただくとか、チェックをい

ただく。そういった趣旨のお願いをした参与

の方であります。まあこれだけの事業量のも

のでありますから、二重三重にチェックをし

たいと、こういう思いを込めての話でありま

すので、まあ今後、今、おっしゃったように

基本設計等まあ終わるまではですね、そうい

うようなこと、また、どういうふうな過程に

なっていくかわかりませんが、しばらくはそ

ういう形で御尽力をいただきたい。まあ本当

にこのわずかな薄謝で非常に恐縮をしてお願

いをしておりますけども、まあとにかく、先

ほどの御指摘をいただきましたもろもろのこ

ともございますし、まあいろんなことをです

ね、遺漏のないように、ちゃんとこの私ども

は素人集団でまあとにかくこの過去もいろん

な問題を起こした経緯もございますので、と

にかくちゃんとやっていこう。まあいろんな

方々のアドバイスもいただきながら、こうい

う思いを込めての一つの採用でございます。

どうか御理解をいただきますようによろしく

お願いいたします。 

 

○議長（青木賢次君） ほかにありませんか。  

（「質疑なし」と呼ぶ者あり）ないようであ

りますので、質疑を打ち切ります。  

 次に、議案第３２号指定金融機関の指定に

ついてに対する質疑を行います。質疑はあり

ませんか（「質疑なし」と呼ぶ者あり）質疑

なしと認めます。  

 以上で、議案質疑を終わります。  

 

 討 論  

 

○議長（青木賢次君） これより討論を行い

ます。討論はありませんか。（「討論なし」

と呼ぶ者あり）  

 

○議長（青木賢次君） 討論なしと認めます。  

 

 表 決  

 

○議長（青木賢次君） これより採決を行い

ます。  

 まず、議案第３１号平成２２年度萩・長門

清掃一部事務組合一般会計補正予算（第１

号）は、原案のとおり決することに賛成の方

は起立願います。  

  〔起立者多数〕  

 

○議長（青木賢次君） 起立全員であります。

よって、議案第３１号は原案のとおり可決さ

れました。 

 次に、議案第３２号指定金融機関の指定に

ついては、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。  

  〔起立者多数〕  

 

○議長（青木賢次君） 起立全員であります。

よって、議案第３２号は原案のとおり可決さ

れました。 

 

○議長（青木賢次君） 以上で、本定例会の

議事はすべて終了いたしました。 

 これをもちまして、平成２２年１０月萩・

長門清掃一部事務組合議会定例会を閉会いた
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します。 

午前１１時２２分閉会 

 

 地方自治法第１２３条第２項の規定により

ここに署名する。  

 

  平成２２年１０月１２日  

 

   萩・長門清掃一部事務組合  

 

 

       議  長  青 木 賢 次  

 

 

       議  員  岡 﨑   巧  
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